
京都市告示第   号 

 児童福祉法第２１条の５の２４第１項第２号，第３号，第４号，第５号，第

７号，第８号及び第１０号の規定により，次のとおり，指定放課後等デイサー

ビス事業者，児童発達支援事業者の指定を取り消します。 

  平成３０年９月２８日 

 

                        京都市長 門川大作   

 

事業者

の名称 

事業所の名称 

及び事業所番号 
事業所の所在地 サービス種別 取消年月日 

株 式 会

社 プ レ

イ ズ コ

ン フ ォ

ート 

くるみの森 

山科 
２６５４１０００４５ 

京都 市 山科 区 川

田清 水 焼団 地 町

７－４ 

放課後等デイ

サービス 

児童発達支援 

平成３０年 

１０月３１日 

くるみの森 

山科２号店 
２６５４１００１０２ 

京都 市 山科 区 勧

修寺 柴 山１ ５－

３ 

放課後等デイ

サービス 

児童発達支援 

平成３０年 

１０月３１日 

くるみの森 

山科３号店 
２６５４１００１４４ 

京都 市 山科 区 勧

修寺 東 堂田 町１

１８ 

放課後等デイ

サービス 

児童発達支援 

平成３０年 

１０月３１日 

くるみの森 

左京 
２６５０６０００７１ 

京都 市 左京 区 田

中西 高 原町１ ９

－２ 

放課後等デイ

サービス 

児童発達支援 

平成３０年 

１０月３１日 

（子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室） 

（子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課） 

３１４


